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３ 高等学校 ホームルーム活動指導案 

１ 題材 「いろいろな人の立場で考えよう」

内容（２）イ 自己及び他者の個性の理解と尊重

ウ 社会生活における役割の自覚と自己責任

２ 題材設定の理由 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」）

の施行により、障害者の権利や雇用、社会的な障壁について関心が高まっている。「平

成２９年版 障害者白書」（内閣府）によると、身体障害者３９２万２千人、知的障

害者７４万１千人、精神障害者３９２万４千人と総人口における障害者の割合はおよ

そ６．７％と決して少なくない状況である。また、少子化に伴い学校における生徒数

の減少に関わらず、特別支援学校・特別支援学級における生徒数は増加傾向にある。

このような状況の中で、近年、共生社会（障害のある人もない人も、互いに、その人

らしさを認め合いながら共に生きる社会）の実現が求められており、相手の立場に立

ち物事を考える、相手の気持ちを考え行動することができる人材の育成が必要である。

そのような社会の形成を担う人材を育成する機会と捉え、本題材を設定した。

３ 指導のねらい 

（１） 生徒それぞれが他者を理解し、個々の違いを認め、尊重することができるよう

 になる。

（２） 相手の立場を理解し、相手の視点から考え、行動することができるような態度

 を育成する。

４ 評価規準（平成３３年度までの観点を示しています） 

集団活動や生活への 

関心・意欲・態度 

集団の一員としての 

思考・判断・実践 

集団活動や生活についての 

知識・理解 

自他の考えを尊重し、その

人らしさを認め合いながら

共に生きる社会の実現につ

いて考えようとしている。 

 共生社会を実現するため

に、自分にできることを考

え、判断し、実践しようとし

ている。 

 「障害者差別解消法」を学

び、共生社会や合理的配慮の

提供について理解している。 

５ 人権教育上のねらい（障害のある人） 

  「障害者差別解消法」を学び、「共生社会」や「合理的配慮の提供」について深く

理解し、共生社会（障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いなが

ら共に生きる社会）を形成する一員としての自覚をもち、行動しようとする態度を育

てる。 

にする。
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６ 人権教育上の視点 

（１） 「障害者差別解消法」についての知識を獲得し、共生社会や合理的配慮の提供

 について理解している。                     （知識）

（２） 共生社会の実現を担う一員として、障害の有無に関わらず自らの問題として  

 捉え、考えようとしている。                （価値・態度）

（３） 障害のある人の立場に共感し、相手が求めていることを考えることができる。

（技能）

７ 展開（１時間扱い） 

◎人権教育上の配慮

学習活動

（○主な発問）

・指導上の留意点

☆目指す生徒の姿（観点）【評価方法】 
資料等 時間

導

入

１ イラストを見て、何に見

えるかを考え、発表する。

○どのような絵に見えます

か。

・イラストを見る焦点・角度を変える

と見えるものが異なる体験をする

ことで、様々な視点や立場から見る

ことの大切さに気付くことができ

るようにする。

資料１ 5
分

展

開

２ 本時の課題を知る。

３ 人権啓発ポスター「車イ

ス、４７５０日目。」のエピ

ソードを読み、ワークシー

トに記入する。

○ポスターのエピソードを読

み、また店の外観を見て感

じ（考え）たことを、ワー

クシートにまとめよう。

４ グループや全体で、車イ

スのエピソードの「親友」、

「私」、「店の人」の立場で

感じた（考えた）ことを発

表する。

○グループ内で自分の感じた

（考えた）ことを発表しよ

う。

○グループの意見をまとめ、

代表者は発表しよう。

 
 
・ワークシートに記入することで、立

場の違いによって、感じ（考え）方

が異なることに気付くことができ

るようにする。

◎障害のある人が抱える社会的な障

壁について理解することができる

ように、机間指導を行う。 （知識） 

・グループでの意見交換や全体で発表

することで、立場の違いによって、

感じ（考え）方が異なることを実感

できるようにする。

☆自他の考えを尊重し、その人らしさ

を認め合いながら共に生きる社会

の実現について考えようとしてい

る。 （関心・意欲・態度）【発言】 

資料２

ワークシート１

35
分

いろいろな人の立場で考えよう 
立場の人耳に障害のある友達としりとりを楽し

もう。

・イラストを見る焦点・角度を変える

　と見えるものが異なる体験をするこ 

　とで、様々な視点や立場から見るこ 

　との大切さに気付くことができるよ

　うにする。

　共生社会の実現を担う一員として、障害の有無に関わらず自らの問題として捉え、

考えようとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（価値・態度）

・ワークシートに記入することで、立

　場の違いによって、感じ（考え）方

　が異なることに気付くことができる

　ようにする。

◎障害のある人が抱える社会的な障壁

　について理解することができるよう

　に、机間指導を行う。　　　（知識）

・グループでの意見交換や全体で発表

　することで、立場の違いによって、　

　感じ（考え）方が異なることを実感

　できるようにする。

☆自他の考えを尊重し、その人らしさ

　を認め合いながら共に生きる社会の

　実現について考えようとしている。

　　　　 （関心・意欲・態度）【発言】

段階

う。

時間資料等
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〈補足説明〉

 資料２（平成２７年度愛知県人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」）の風景写

真の部分にある「しわ」に注目する生徒がいるかもしれません。この「しわ」の意味に

ついて、愛知県県民生活部県民総務課人権推進室は、以下のように説明しています。

住む街の風景、登校時の風景、家の中の風景など私たちにとっては何げない風景も、

その場所で人権を侵害されている方にとっては、耐えられない風景、もう見たくな

い風景だと考えられます。

今回のビジュアルでは、被害者が毎日目にしているこのような風景を、紙きれのよ

うにクシャクシャに描くことで、日々の苦しみ、人権侵害の重みを強調しています。 
 授業においては、こうした意見を取り上げるなど、生徒の気付きを大切にすることも

重要です。

５ 「障害者差別解消法」に

関するリーフレットを読

み、「共生社会」、「合理的配

慮の提供」について考える。 
○「共生社会」とはどのよう

な社会なのか、リーフレッ

トから抜き出して、ワーク

シートにまとめよう。

○エピソードの場面におい

て、「私」が提供を求めるこ

とができる「合理的配慮」

と、「店の人」が求められる

対応について、ワークシー

トにまとめよう。

・リーフレットを読み、ワークシート

に記入することで、「共生社会」、「合

理的配慮の提供」について考えられ

るようにする。

※「共生社会」とは、「障害のある人

もない人も、互いに、その人らしさ

を認め合いながら共に生きる社会」

のことである。

☆障害者差別禁止法を学び、共生社会

や合理的配慮の提供について理解

する。   （知識・理解）【記述】 
◎障害のある人の立場に共感し、相手

が求めていることを考えることが

できるように、補助発問を行う。

  （技能） 

資料３

ワークシート１

終

末

６ 本時の活動を振り返り、

共生社会を実現するため

に、自分ができる身近なこ

とを考える。

○共生社会の実現のために、

今からあなたができるこ

と、やらなくてはならない

ことを、ワークシートにま

とめよう。

・ワークシートに記入することで、共

生社会を実現するために、自分がで

きることを考え、判断できるように

する。

☆共生社会を実現するために、自分に

できることを考え、判断し、実践し

ようとしている。

   （思考・判断・実践）【記述】 
◎共生社会の実現のために、障害の有

無に関わらず自らの問題として捉

え、考えることができるように、机

間指導や補助発問を行う。

 （価値・態度） 

ワークシート１ 10
分

・ リーフレットを読み、ワークシート

　に記入することで、「共生社会」、「合

　理的配慮の提供」について考えられ

　るようにする。

※「共生社会」とは、「障害のある人も 

　ない人も、互いに、その人らしさを

　認め合いながら共に生きる社会」の

　ことである。

☆障害者差別解消法を学び、共生社会

　や合理的配慮の提供について理解し

　ている。　　（知識・理解）【記述】

◎障害のある人の立場に共感し、相手

　が求めていることを考えることがで

　きるように、補助発問を行う。

　（技能）

・ ワークシートに記入することで、共

　生社会を実現するために、自分がで

　きることを考え、判断できるように

　する。

☆共生社会を実現するために、自分に

　できることを考え、判断し、実践し

　ようとしている。

 （思考・判断・実践）【記述】

◎共生社会の実現のために、障害の有

　無に関わらず自らの問題として捉え、

　考えることができるように、机間指

　導や補助発問を行う。

　（価値・態度）

展

開

　住む街の風景、登校時の風景、家の中の風景など私たちにとっては何げない風景も、

その場所で人権を侵害されている方にとっては、耐えられない風景、もう見たくない

風景だと考えられます。

　今回のビジュアルでは、被害者が毎日目にしているこのような風景を、紙きれのよ

うにクシャクシャに描くことで、日々の苦しみ、人権侵害の重みを強調しています。
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８ 板書計画  
※ ゴシック体は、予想される生徒の発言等です。 
 
 
 
 ◎人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」から考えよう 
  ○「親友」の立場 … 「迷惑がかかる」なんてひどい言葉だ 
  ○「私」の立場 … 入り口の段差のために自分だけでは入れない 
  ○「店の人」の立場 … 人手が足りず対応できない 
    ⇒ それぞれの立場によって、考え方が違う 
 
 ◎「障害者差別解消法」について 
  ○「共生社会」とは  ・障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら 
                共に生きる社会。 

  ○「合理的配慮の提供」について  
   ☆「障害のある人」 ・社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求める。 
                （例）「入口に段差があるので車イスを押してほしい」 

   ☆「事業者（お店の人など）」  
      ・負担が重すぎない範囲で対応に努めること。 

      ・重すぎる負担がある時でも、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案 

              することも含め、話し合い、理解を得るよう努めること。 

       （例）店内までは付添いの人に車イスを押してもらい、店内では車イスが通れるように 

                    テーブルを動かしたり、食事のしやすい広めのテーブルを用意したりする。 

  
 ◎共生社会の実現のために、今からあなたができることは 
 ・「障害者差別解消法」の内容を、なるべく多くの人に伝えたい。 

 ・支援を必要としている人がいた時は、率先して自分に出来る支援を行いたい。 

 ・自分が事業者（店の人）の立場になった時、障害のある人の求めに対して、出来る限り対応するよう 

    にしたい。 

 ・自分が店を経営するときには、入り口の段差をなくしたり、車イスが通りやすい机の配置をしたり 

    するなど、障害のある人にもない人にも居心地のよい店にしたい。 

      
９ 添付資料 
  ワークシート１ いろいろな人の立場で考えよう（１時間扱い用） 
  ワークシート２ いろいろな人の立場で考えよう（２時間扱い用） 

 資料１ イラスト「どのような絵に見えますか」 
 「ルビンの壺」           「妻と義母」        
       「壺」              「首飾りをつけた女性の横顔」 

        または              または、  

       「向き合った人の横顔」      「年老いた女性の顔」 

        に見えます。           に見えます。  

  資料２ 平成２７年度 愛知県人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」（愛知県） 
   資料３ 「合理的配慮」を知っていますか？             （内閣府）  

課題 いろいろな人の立場で考えよう 
平成２７年度  
愛知県人権啓発 
ポスター 

「車イス、 
４７５０日目。」 

・社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求める。
　 （例）「入り口に段差があるので車イスを押してほしい」

ワークシート１　いろいろな人の立場で考えよう（１時間扱い用）

ワークシート２　いろいろな人の立場で考えよう（２時間扱い用）

資料１　イラスト「どのような絵に見えますか」

、

資料２　平成２７年度　愛知県人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」（愛知県）

資料３　「合理的配慮」を知っていますか？　　　　　　　　　　　　    　（内閣府）

　※ ゴシック体は、予想される生徒の発言等です。

・自分が事業者（店の人）の立場になった時、障害のある人の求めに対して、出来る限り対応するよ
　うにしたい。

・自分が店を経営するときには、入り口の段差をなくしたり、車イスが通りやすい机の配置をしたす
　るなど、障害のある人にもない人にも居心地のよい店にしたい。

・「障害者差別解消法」の内容を、なるべく多くの人に伝えたい。

・支援を必要としている人がいた時は、率先して自分に出来る支援を行いたい。

P.25

P.29

P.30

P.28

P.26.27
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【展開・学習活動（○主な発問）】 

※ 導入・終末及び展開・指導上の留意点等は省略しています。 

※ゴシック体の学習活動が１時間扱いの授業と違う活動となっています。 

 

 １ イラストを見て、何に見えるかを、考え発表する。 

 ２ 本時の課題を知る。  いろいろな人の立場で考えよう  

 ３ 人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」のエピソードを読み、ワークシート

２に記入する。【個人活動①】 

 ○ポスターのエピソードを読み、また店の外観を見て感じたことを、ワークシートにま

とめよう。 

 ４ 各グループで「親友」「私」「店の人」「店の客」のそれぞれの立場で考えたこと

を話し合い、各グループで話し合った内容を発表する。【グループ活動①＋全体発表】 

〈グループ活動①の構成〉  

 Ａグループ：「親友」の立場から考えるグループ     

 Ｂグループ：「私」の立場から考えるグループ     

 Ｃグループ：「店の人」の立場から考えるグループ   

 Ｄグループ：「店の客」の立場から考えるグループ   

○グループ内で自分の感じたこと、考えたことを発表しよう。 
○グループの意見をまとめ、代表者は発表しよう。 

 

 ５ 「障害者差別解消法」に関するリーフレットを読み、「共生社会」「合理的配慮の

提供」について考える。【個人活動②】 

○「障害のある人」が「事業者」に提供を求める「合理的配慮」とはどのようなことな 
 のか、リーフレットから抜き出して、ワークシートにまとめよう。 
 

 ６ 各グループで、エピソードの場面に即して「合理的配慮の提供」について話し合い、

各グループで話し合った内容を発表する。【グループ活動②＋全体発表】 

〈グループ活動①の構成〉          [グループ活動②の構成] 

 □Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４         □Ａ１・Ｂ１・Ｃ１・Ｄ１     

 □Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３・Ｂ４  再構成     □Ａ２・Ｂ２・Ｃ２・Ｄ２      

 □Ｃ１・Ｃ２・Ｃ３・Ｃ４         □Ａ３・Ｂ３・Ｃ３・Ｄ３     

 □Ｄ１・Ｄ２・Ｄ３・Ｄ４         □Ａ４・Ｂ４・Ｃ４・Ｄ４     

○エピソードの場面において、「私」が提供を求めることができる「合理的配慮」、「店の

人」が求められる対応について話し合いましょう。 
○エピソードの場面において、あなたが「親友」、「店の客」であった場合、どのような

行動をとるべきか話し合いましょう。 
○グループの意見をまとめ、代表者は発表しよう。 

○「共生社会」とはどのような社会なのか、リーフレットから抜き出して、ワークシー 
 トにまとめよう。 

参考（２時間扱いの授業例） 

 
　※ 導入・終末及び展開・指導上の留意点等は省略しています。

　※ ゴシック体の学習活動が１時間扱いの授業と違う活動となっています。

　　○ポスターのエピソードを読み、また店の外観を見て感じたことを、ワークシートに

　　　まとめよう。

　　○グループ内で自分の感じたこと、考えたことを発表しよう。

　　○グループの意見をまとめ、代表者は発表しよう。

　　○「共生社会」とはどのような社会なのか、リーフレットから抜き出して、ワークシー

　　　 トにまとめよう。

　　○「障害のある人」が「事業者」に提供を求める「合理的配慮」とはどのようなこなのか、

　　　リーフレットから抜き出して、ワークシートにまとめよう。

　　○ エピソードの場面において、「私」が提供を求めることができる「合理的配慮」、「店

　　　の人」が求められる対応について話し合いましょう。

　　○エピソードの場面において、あなたが「親友」、「店の客」であった場合、どのよう

　　　な行動をとるべきか話し合いましょう。

　　○グループの意見をまとめ、代表者は発表しよう。

　参考（２時間扱いの授業例）
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８ 板書計画  
※ ゴシック体は、予想される生徒の発言等です。 
※ 点線で囲まれている箇所が、１時間扱いの授業と違う活動となっています。 

 
 
 
 ◎人権啓発ポスター「車イス、４７５０日目。」から考えよう 
  ○「親友」の立場 … 「迷惑がかかる」なんてひどい言葉だ 
  ○「私」の立場 … 入り口の段差のために自分だけでは入れない 
  ○「店の人」の立場 … 人手が足りず対応できない 
    ⇒ それぞれの立場によって、考え方が違う 
 
 ◎「障害者差別解消法」について 
  ○「共生社会」とは  ・障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら 
                共に生きる社会。 

  ○「合理的配慮の提供」について  
   ☆「障害のある人」 ・社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求める。 
                （例）「入口に段差があるので車イスを押してほしい」 

   ☆「事業者（お店の人など）」  
      ・負担が重すぎない範囲で対応に努めること。 

      ・重すぎる負担がある時でも、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案 

              することも含め、話し合い、理解を得るよう努めること。 

       （例）店内までは付添いの人に車イスを押してもらい、店内では車イスが通れるように 

                    テーブルを動かしたり、食事のしやすい広めのテーブルを用意したりする。 

  
     ☆「周囲の人（友達・店の客等）」  

     ・「事業者（店の人）」に対して、付添いをしている障害のある人への「合理的配慮の提供」 

       を求める。 

      ・車イスが通りやすいようにテーブルを動かしたり、食事のしやすい席を譲ったりするなど、    

             自分だけでなく店内の全ての人が気持ちよく食事を楽しめるよう行動する。 
 
 ◎共生社会の実現のために、今からあなたができることは 
 ・「障害者差別解消法」の内容を、なるべく多くの人に伝えたい。 

 ・支援を必要としている人がいた時は、率先して自分に出来る支援を行いたい。 

 ・自分が事業者（店の人）の立場になった時、障害のある人の求めに対して、出来る限り対応するよう 

    にしたい。 

 ・自分が店を経営するときには、入り口の段差をなくしたり、車イスが通りやすい机の配置をしたり 

    するなど、障害のある人にもない人にも居心地のよい店にしたい。 

      
 
 
 

課題 いろいろな人の立場で考えよう 
平成２７年度  
愛知県人権啓発 
ポスター 

「車イス、 
４７５０日目。」 

・障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら
　共に生きる社会。

　参考（２時間扱いの授業例）

【板書計画】　

 ※ ゴシック体は、予想される生徒の発言等です。

 ※ 点線で囲まれている箇所が、１時間扱いの授業と違う活動となっています。

・社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求める。
　 （例）「入り口に段差があるので車イスを押してほしい」

・自分が事業者（店の人）の立場になった時、障害のある人の求めに対して、出来る限り対応する
　ようにしたい。

・自分が店を経営するときには、入り口の段差をなくしたり、車イスが通りやすい机の配置をしたす
　るなど、障害のある人にもない人にも居心地のよい店にしたい。

・「障害者差別解消法」の内容を、なるべく多くの人に伝えたい。

・支援を必要としている人がいた時は、率先して自分に出来る支援を行いたい。
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       を求める。 

      ・車イスが通りやすいようにテーブルを動かしたり、食事のしやすい席を譲ったりするなど、    

             自分だけでなく店内の全ての人が気持ちよく食事を楽しめるよう行動する。 
 
 ◎共生社会の実現のために、今からあなたができることは 
 ・「障害者差別解消法」の内容を、なるべく多くの人に伝えたい。 

 ・支援を必要としている人がいた時は、率先して自分に出来る支援を行いたい。 

 ・自分が事業者（店の人）の立場になった時、障害のある人の求めに対して、出来る限り対応するよう 

    にしたい。 

 ・自分が店を経営するときには、入り口の段差をなくしたり、車イスが通りやすい机の配置をしたり 
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課題 いろいろな人の立場で考えよう 
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資料 1

「ルビンの壺」

エドガー・J・ルビン（1887 ー 1962）

「妻と義母」

ウィリアム・E・ヒル（1886 ー 1951）
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「平成 27 年度　愛知県人権啓発ポスター」

資料 2
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資料 3

出典：「合理的配慮」を知っていますか？（内閣府）
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